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■ インターネット決算公告に関する会社法の規定

① 株式会社は・・定時株主総会の終結後・・貸借対照表を公告しなければならない（法第４４０条）

・大会社（決算時の資本５億以上 負債の部２００億以上）は貸借対照表、損益計算書の両方or
② 登記：公告方法の変更が生じた時（株主総会の日）から２週間以内に（法第９１５条）

・公告するアドレスを登記する。決算公告のみ電子公告として登記できる（規則第２２０条）

③ 公告の方法：官報、時事日刊新聞又は電子公告のいずれかを定款で定める。（法第９３９条）

④ 電子公告の期間：定時株主総会終結後５年間（法第９４０条）

⑤ 電子公告調査機関への調査依頼を免除する規定（法第９４１条）

⑥ 公告を行わなかった場合の罰則：１００万円以下の過料（法第９７６条）

■ ホームページの開設から公告までの流れ

ホームページの開設 定款の変更案作成 取締役会 定時株主総会

ホームページアドレスの登記 ホームページ上で決算公告の実施

（会社法の解りにくい部分です。詳しくは当事務所へ。）※最も簡便な公開の方法

会社法第４４０条第３項の規定により、公開の措置（公告と区別します）を取ることもできます。

この場合は、上記のうち「定款の変更」と「定時株主総会の決議」を省略できます。

■ 当事務所のサポート内容

① ホームページをお持ちでないお客様の場合

・「ホームページの開設」と「ホームページ上で決算公告の実施」を主に承ります。

・一連の手続を承ることもできますのでお申し付けください。（登記は本人申請です。）

・一連の書類作成・手続をお客様が行う場合は、ポイントとなる情報を提供します。（無料）

② ホームページを開設済で、その更新を専門家に依頼しているお客様の場合

・決算公告のリンクを設定していただき、「決算公告の実施」を承ります。

・書類作成・手続については①と同様です。

③ ホームページを開設済で、その更新を自社でしているお客様の場合

・ご連絡をいただければ、ポイントとなる情報を提供します。（無料）

・当事務所からの情報だけで、全ての作業を自社で行うことも可能と思われます。
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決算、定款変更、登記事項変更、及び
貸借対照表の電子公告について承認

登記の変更は、株主総会の終結から「２週間以内」、決算公告の実施は「遅滞なく」

ホームページアドレスを確定 貸借対照表を電子公告
する旨を記載
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